
社会福祉法人　至誠会

（単位：円）

1.活用可能な財産の算定

資産

負債　△

基本金　△

国庫補助金等特別積立金　△

２.社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等の算定

財産目録における貸借対照表価額

対応負債　△

対応基本金　△

国庫補助金等特別積立金　△

3.再取得に必要な財産の算定

将来の建て替え費用

大規模修繕に必要な費用

設備・車両等の更新に必要な費用

4.社会福祉充実残額の算定

活用可能な財産　（1）

控除対象財産　△　（2）+（3）+（4）+（5）

（一万円未満切捨て）
-2,552,400,000

社会福祉充実残額
令和7年　3月　31日　現在

0

3,042,469,424

5,564,875,448

-2,522,406,024

令和6年度における社会福祉充実残額

（3）　再取得に必要な財産

（4）　必要な運転資金

（5）　計算の特例

活用可能な財産　-控除対象財産

2,163,550,564

84,293,584

1,032,475,034

3,280,319,182

689,172,717

（2）　社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等

4,443,039,140

1,183,824,619

0

1,663,830,972

1,595,383,549

項目 金額

（1）　活用可能な財産

6,256,451,535

1,550,151,139

0

1,663,830,972

3,042,469,424


